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          本号で公布された条例等のあらまし 
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北九州市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する

。

令和３年１２月２３日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第５３号

   北九州市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則

北九州市危険物の規制に関する規則（昭和５４年北九州市規則第４７号）の

一部を次のように改正する。

           仮貯蔵

           仮取扱

の申請書」に改める。

 第１７条を次のように改める。

 （危険物保安監督者の選任届）

第１７条 製造所等の所有者等は、法第１３条第２項の規定により危険物保安

監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免

状を市長に提示し、又はその写しを市長に提出しなければならない。

 第１８条中「第２２号様式」を「第２１号様式」に改める。

 第１号様式を次のように改める。

第１号様式 削除

 第２１号様式を削り、第２２号様式を第２１号様式とする。

   付 則

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。

第２条第１項中「危険物   申請書（第１号様式）」を「省令第１条の６
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北九州市告示第４０８号

 北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北

九州市規則第２７号）第８条及び北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条

例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３１号）第６条の規定により、北九州

市障害者スポーツセンター等の指定管理者を次のとおり告示する。

  令和３年１２月２３日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

指定管理者に管理を行わせ

る施設

指定管理者に指定

する者
指定する期間

北九州市障害者スポーツセ

ンター

北九州市障害者ス

ポーツセンター運

営共同事業体

令和４年４月１日か

ら令和９年３月３１

日まで

北九州市立総合療育センタ

ー

社会福祉法人北九

州市福祉事業団

令和４年４月１日か

ら令和７年３月３１

日まで北九州市立総合療育センタ

ー西部分所

北九州市立戸畑障害者地域

活動センター

社会福祉法人北九

州障害者福祉事業

協会

令和４年４月１日か

ら令和９年３月３１

日まで

北九州市立西部斎場 イージス・グルー

プ有限責任事業組

合

令和４年４月１日か

ら令和９年３月３１

日まで
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北九州市告示第４０９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとお 

り市道の路線を認定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年１２月２３日 

                   北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

３２９２ 西新町２８号 

線 

門司区西新町二丁目 門司区西新町一丁目 

３４０９ 下到津４８号 

線 

小倉北区下到津一丁 

目 

小倉北区下到津一丁 

目 

３４１０ 白萩町５号線 小倉北区白萩町 小倉北区白萩町 

６３８５ 上曽根１１号 

線 

小倉南区上曽根三丁 

目 

小倉南区上曽根三丁 

目 

６３８６ 上吉田１１９ 

号線 

小倉南区上吉田一丁 

目 

小倉南区上吉田一丁 

目 

６３８７ 津田新町５７ 

号線 

小倉南区津田新町二 

丁目 

小倉南区津田新町二 

丁目 

３９０２ 青葉台東１号 

線 

若松区青葉台東二丁 

目 

若松区青葉台東二丁 

目 

７０９６ 折尾北鷹見町 

１号線 

八幡西区折尾一丁目 八幡西区北鷹見町 

７０９７ 北鷹見町１５ 

号線 

八幡西区北鷹見町 八幡西区北鷹見町 

７０９８ 楠橋南５号線 八幡西区楠橋南三丁 

目 

八幡西区楠橋南三丁 

目 
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７０９９ 小嶺５０号線 八幡西区小嶺二丁目 八幡西区小嶺二丁目 

７１００ 木屋瀬１１０ 

号線 

八幡西区木屋瀬五丁 

目 

八幡西区木屋瀬五丁 

目 

７１０１ 下上津役１３ 

２号線 

八幡西区下上津役三 

丁目 

八幡西区下上津役三 

丁目 

７１０２ 下上津役１３ 

３号線 

八幡西区下上津役三 

丁目 

八幡西区下上津役三 

丁目 

７１０３ 野面１２２号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区野面一丁目 

７１０４ 野面１２３号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区野面一丁目 

７１０５ 野面１２４号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区野面一丁目 

７１０６ 野面１２５号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区野面一丁目 

７１０７ 野面１２６号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区野面一丁目 

７１０８ 野面金剛２号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区金剛三丁目 

７１０９ 野面金剛３号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区金剛三丁目 

７１１０ 野面金剛４号 

線 

八幡西区野面一丁目 八幡西区金剛三丁目 

７１１１ 町上津役西５ 

５号線 

八幡西区町上津役西 

三丁目 

八幡西区町上津役西 

三丁目 

１８９８ 西鞘ケ谷町２ 

８号線 

戸畑区西鞘ケ谷町 戸畑区西鞘ケ谷町 
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北九州市告示第４１０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、次のと 

おり市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年１２月２３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 新

旧

別

起 点 終 点 

３２８９ 新門司１ 

３号線 

新 門司区新門司二丁目 門司区新門司二丁目 

旧 門司区新門司二丁目 門司区新門司二丁目 

３０４６ 長野６９ 

号線 

新 小倉南区長野東町 小倉南区長野東町 

旧 小倉南区大字長野 小倉南区大字長野 

４９６４ 長野東町 

１号線 

新 小倉南区長野東町 小倉南区長野東町 

旧 小倉南区長野東町 小倉南区長野東町 

１１１３ 蜑住６０ 

号線 

新 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

旧 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

２３４７ 竹並５５ 

号線 

新 若松区大字竹並 若松区大字竹並 

旧 若松区大字竹並 若松区大字竹並 

２７７４ 払川２４ 

号線 

新 若松区大字払川 若松区大字払川 

旧 若松区大字払川 若松区大字払川 

５０４ 大蔵大谷 新 八幡東区大蔵二丁目 八幡東区大谷二丁目 

7



１号線 旧 八幡東区大蔵二丁目 八幡東区大谷二丁目 

７８７ 力丸町本 

城１号線 

新 八幡西区力丸町 八幡西区大字本城 

旧 八幡西区力丸町 八幡西区大字本城 

２６４４ 楠橋４２ 

号線 

新 八幡西区楠橋上方二 

丁目 

八幡西区楠橋上方一 

丁目 

旧 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 

２６４６ 楠橋４４ 

号線 

新 八幡西区楠橋東一丁 

目 

八幡西区楠橋東一丁 

目 

旧 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 

２６５３ 楠橋５１ 

号線 

新 八幡西区茶屋の原四 

丁目 

八幡西区楠橋上方一 

丁目 

旧 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字香月 

２６５６ 楠橋５４ 

号線 

新 八幡西区茶屋の原四 

丁目 

八幡西区楠橋東一丁 

目 

旧 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 

２６７７ 楠橋７５ 

号線 

新 八幡西区楠橋南一丁 

目 

八幡西区楠橋南一丁 

目 

旧 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 

５７６７ 馬場山緑 

２号線 

新 八幡西区馬場山緑 八幡西区馬場山緑 

旧 八幡西区馬場山緑 八幡西区馬場山緑 
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北九州市告示第４１１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次のと 

おり市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年１２月２３日 

                  北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

２７７６ 払川２６号線 若松区大字払川 若松区大字払川 

２６４３ 楠橋４１号線 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 

２６５１ 楠橋４９号線 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 

２６６０ 楠橋５８号線 八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 

５６０５ 楠橋２９８号

線 

八幡西区大字楠橋 八幡西区大字楠橋 
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北九州市公告第８５７号

 北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第２０条第

１項の規定により対象事業内容変更届出書の提出があったので、同条第２項の

規定により、次のとおり公告する。

  令和３年１２月２３日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

  黒崎バイオエナジー合同会社

  職務執行者 坂口雄一郎

  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

２ 対象事業の名称

  黒崎バイオマス発電施設整備事業

３ 変更事項及び変更内容

事業者の名称及び

代表者の氏名 

変更前 三菱商事エナジーソリューションズ

株式会社 

代表取締役社長 岩﨑芳博 

変更後  黒崎バイオエナジー合同会社 

職務執行者 坂口雄一郎 

４ 変更年月日

 令和３年１１月１日

５ 変更理由

  事業承継のため
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北九州市公告第８５８号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年１２月２３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  サンリブ高須 

  北九州市若松区高須南二丁目２番１０１ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社サンリブ 

  北九州市若松区本町二丁目１７番１号ベイサイドプラザ若松２階 

  代表取締役 菊池 毅 

３ 変更する事項 

  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 （１） 駐車場の位置及び収容台数 

ア 変更前 駐車場１ ２９１台 

 駐車場２ ２５２台 

 合計 ５４３台 

イ 変更後 駐車場１ ２４９台 

 駐車場２ １２４台 

 合計 ３７３台 

４ 変更する年月日 

  令和４年８月１４日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年１２月１３日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  
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（２）  北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

  北九州市若松区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

   この公告の日から令和４年４月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和３

年１２月２９日から令和４年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分

から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和４年４月２５日までに北九州市産業

経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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